
資料 1

常任委員会年間活動計画作成について

11 部局所管事項概整型習

5月25日（月） 環境生活農林水濠常任委員会

2 年間活動計聞について協議

(1）部局の所管事項概要説明を踏まえ、 E重点調査項おを選定する。

(2）主重点項留について、いつ頃、どのような方法（例：執行部説明、参考人招

致、県内外調査、委員荷での議論など）で調査を行うか協議する。

(3）県内外調交のお程、調査したい項目について協議する。

※参考：年間活動計画著書

※委員会が活動していく中で、年間活動計画に変更が生じた場合l士、そ

の都度、年間活動計商の修正を委員会で協議する。

3 年間活動計臨蓄の作刷

2での議論を踏まえ、正副委員長が年間活動計商望書を作成し、委員に配

付する。



環境生活農林水産常任委員会 活動計臨書（平成27年5月～平成28年5月）

1 所管調変事項

・生活文化行政の推進について

．環境保全の推進について

－廃棄物対策について

・農業の振興対策について

．林業の綴興対策について

・水産業の振興対策について

2 重点調査項目

(!) （※昨年度）文化の振興について

(2) （※昨年度）大気・水若者墳の｛系金と地球温緩化対策について

(3) （※昨年度）もうかる農林水滋重量と獣害対策について

3 活動計画表

重点調査項際
平成27年

5 fl 

(1) 常任委員会

(2) 所管事項説明

(3) (5/25) 

＜調査方法＞

－当局から鋭明聴取

－参考人招致

・3泉内外調査

－委員間討議

など

執行部の主な予定

4 県内外務査について

(1）県内調査

7月22日～ 24日の問（日帰り）

8月 3段～ 5臼の関（日帰り）

(2）県外調査

6）ヨ 7月

常任委員会 緑内翻査

議案の審査、 (7 /22～ 24 

所管事項の調 の関）

宝在宅事

予i夫分科会

補正予算等

(6/19, 23) 

成果レポ｝ト

（案）

00の取総等の奇書査を行う。

00の取級等の務査をそ行う。

8月

県内調査

(8/3～5の

潤）

県外調査

(8/26～ 28 

の関）

重点調査項闘を中心として、他県の先進的な取総について調査を行うことができる。

実施する場合は8月26 s～ 2 8臼（ 2i'i33日以内）

平成28年

9月 1 0月 1 1 fl 1 2月 l月 2月

常任委員会 予決分科会 常任委員会

議案の審査、 平成26年度歳入 議案の審査、

所管事項の務 歳出決算、 所管事項の調査

王室等 所管事項の調査 等

予j夫分科会 （当初予算編成に 予決分科会

補正予算等 向けての基本的 補正予算等

(10/5, 7) な考え方） (12/10, 14) 

(11/5) 

一般会計・特 当初予算の考え 当初予算要求状 当初予算案

別会計決算 方 況

平成28年度経

営方針（案）
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笠盛g__zi手5月25臼現在

3月 4）ヨ 5月

常任委員会

議案の審査、

所管事項の言語

華王等

予決分科会

当初予算、補

正予算等

(3／.，・）

平成 28年度

経営方針



｜資料31
膿壇生活農林水産常任委員会過去5ヶ年の麓高調査項陸

平成26年度

(1）文化の振興について

(2）大気・水環境の保全と地球温緩化対策について

(3）もうかる農林水藤業と獣答対策について

平成 25年度

(1）新県立博物館と文化振興について

(2）大気・水環境の保全と地球温緩化対策について

(3）もうかる農林水産業と獣害対策について

平成24年度

(1）新県立博物館について

(2）東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理について

(3）森林づくりを含めた地球温媛化対策について

(4）もうかる農林水遊業について

(5）獣害対策について

平成 23年度（防災農水商工・生活文化環境森林）

(1）新県立博物館について

(2）産業廃棄物対策について

(3）農水商工業の振興について

平成22年度（紡災農水商工・生活文化環境森林）

(1）新然立博物舘整備について

(2）廃棄物対策（RDF焼却・発篭事業、廃棄物処理センター事業を含む）に

ついて

(3）県産材の利用促進について

(4）力強い三重の農水産業について


